
定款の一部変更について

公益社団法人日本不動産学会　理事会

公益社団法人日本不動産学会　　定款変更案　新旧対照表

現行 変更案 備考
（総会の議決事項）
第12条　総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びに
これらの附属明細書の承認。
（以下、略）

（総会の議決事項）
第12条　総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書（活動計算書）並びにこれらの
附属明細書の承認。
（以下、略）

平成6年度施行公益法人会計基準の運用指針

（事業計画及び収支予算）
第35条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算につい
ては、事業計画書、収支予算書、その他法令で定める資金調
達及び設備投資の見込みを記載した書類を会長が作成し、毎
事業年度の開始の日の前日までに理事会の承認を受けなけれ
ばならない。これを変更する場合も、同様とする。

（事業計画及び収支予算）
第35条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算につい
ては、事業計画書、収支予算書、その他法令で定める書類を
会長が作成し、毎事業年度の開始の日の前日までに理事会の
承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様
とする。

認定法施行規則第45条
「法第二十一条第一項の内閣府令で定める書類は、当該事業年度に係る次に掲げる書類とする。
一 事業計画書
二 収支予算書
三 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
四 当該事業年度開始の日における法第七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を記載した書類」

認定法第21条
「（財産目録の備置き及び閲覧等）
第二十一条　公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに（公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認
定を受けた後遅滞なく）、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定め
る書類を作成し、当該事業年度の末日までの間、当該書類をその主たる事務所に、その写しをその従たる事務所に備え置かな
ければならない。」

認定法第7条
「第七条　公益認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなけ
ればならない。
一　名称及び代表者の氏名
二　公益目的事業を行う都道府県の区域（定款に定めがある場合に限る。）並びに主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
三　その行う公益目的事業の種類及び内容
四　その行う収益事業等の内容」

　「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律」（令和7年4月1日）施行により、損益計算書の名称・記載内容の変更、財務規律適合性に関する明細の提出等が求められることとなり、定款等の改正が必要とな
り、このたび、本年6月12日開催の2026年度定時総会に提出する議案として、下記のとおり変更案を取りまとめましたので、会員の皆様にお知らせいたします。

　なお、定款の変更には、総正会員の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。総会へのご出席（委任状を含む）にご協力いただけますようお願いいたします。総会詳細につきましては、後日改めてご案内申し上げます。



（事業報告及び決算）
第36条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年
度終了後、会長等が次の各号の書類を作成し、監事の監査を
受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号
及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6
号迄の書類については承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書（正味財産増減計算書）
(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附
属明細書
(6) 財産目録
２ 前項の書類については、毎事業年度の経過後3箇月以内に
行政庁に提出しなければならない。
３　第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据
え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員の名
簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとす
る。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する
数値のうち重要なものを記載した書類
（以下、略）

（事業報告及び決算）
第36条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年
度終了後、会長等が次の各号の書類を作成し、監事の監査を
受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号
及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6
号迄の書類については承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書（活動計算書）
(5) 貸借対照表及び損益計算書（活動計算書）の附属明細書
(6) 財産目録
２ 前項の書類については、毎事業年度の経過後3箇月以内に
行政庁に提出しなければならない。
３　第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据
え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員の名
簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとす
る。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動に関する重要な事項について記載
した書類その他法令で定めた書類
（以下、略）

平成6年度施行公益法人会計基準の運用指針

認定法第21条
（財産目録の備置き及び閲覧等）
第二十一条　（略）
２　公益法人は、毎事業年度経過後三月以内に（公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後
遅滞なく）、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを
三年間その従たる事務所に備え置かなければならない。
一　財産目録
二　役員等名簿（理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下同じ。）
三　第五条第十四号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
四　前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
３　第一項に規定する書類及び前項各号に掲げる書類は、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認
識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定める
ものをいう。以下同じ。）をもって作成することができる。
４　公益法人は、一般社団・財団法人法第百二十三条第二項（一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含
む。）の規定により作成する事業報告に、各事業年度における公益目的事業の実施状況、公益法人の運営体制その他の公益法
人の適正な運営を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
５　何人も、公益法人の業務時間内は、いつでも、第一項に規定する書類、第二項各号に掲げる書類、定款、社員名簿及び一
般社団・財団法人法第百二十九条第一項（一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。）に規定する計
算書類等（以下「財産目録等」という。）について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該公益法
人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一　財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二　財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法によ
り表示したものの閲覧の請求
６　前項の規定にかかわらず、公益法人は、役員等名簿又は社員名簿について当該公益法人の社員又は評議員以外の者から同
項の請求があった場合には、これらに記載され又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同
項の閲覧をさせることができる。
７　財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、その従たる事務所における第五項第二号に掲げる請求に
応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている公益法人についての第一項及び第二項の規定の
適用については、第一項中「その主たる事務所に、その写しをその従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」と、第二
項中「その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」とする。

（公益目的取得財産残額の算定）
第37条　会長等は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等
に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、
当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定
し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

削除 規定の根拠となる認定法施行規則において当該項目が削除されたため

第38条 第37条

第39条 第38条

第40条 第39条

（公益認定の取り消し等に伴う贈与）
第41条　この法人が公益認定取消しの処分を受けた場合又は
合併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法
人が公益法人であるときを除く。）において、公益目的取得
財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又
は当該合併の日から１箇月以内に、公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」という。）第5
条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与す
るものとする。

（公益認定の取り消し等に伴う贈与）
第40条　この法人が公益認定取消しの処分を受けた場合又は
合併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法
人が公益法人であるときを除く。）において、公益目的取得
財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又
は当該合併の日から１箇月以内に、公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」という。）第5
条第20号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与す
るものとする。

根拠法条文番号変更

（残余財産の処分）
第42条　この法人が清算をする場合において有する残余財産
は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は
国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の処分）
第41条　この法人が清算をする場合において有する残余財産
は、総会の決議を経て、認定法第5条第20号に掲げる法人又は
国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

根拠法条文番号変更

第43条 第42条

第44条 第43条

第45条 第44条

附則
この定款は、2026年●月●日から施行する。


